
○
文
部
科
学
省
令
第
十
八
号 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
八
年
法
律
第
八
号
）
及
び
高
等

学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
八
年
政
令
第
八
十
八
号
）
の
施

行
に
伴
い
、
並
び
に
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
及
び
高
等

学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
等

学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校

等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

文
部
科
学
大
臣

松
本

洋
平

 

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及

び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令 

（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部
科
学
省
令
第
十
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別添６



次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（

連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も

の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も

の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 



改

正

後

改

正

前

（
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
） 

（
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
） 

第
一
条

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律

第
一
条

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律

第
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
専
修
学
校
及
び

第
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
専
修
学
校
及
び

各
種
学
校
の
う
ち
高
等
学
校
の
課
程
に
類
す
る
課
程
を
置
く
も
の
と
し
て
文
部
科

各
種
学
校
の
う
ち
高
等
学
校
の
課
程
に
類
す
る
課
程
を
置
く
も
の
と
し
て
文
部
科

学
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

学
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三

[

略]
 

一
～
三

[

同
上]

 

[

号
を
削
る]

 

四

各
種
学
校
で
あ
っ
て
、
我
が
国
に
居
住
す
る
外
国
人
を
専
ら
対
象
と
す
る
も

 

の
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

 

イ

高
等
学
校
に
対
応
す
る
外
国
の
学
校
の
課
程
と
同
等
の
課
程
を
有
す
る
も

 

の
と
し
て
当
該
外
国
の
学
校
教
育
制
度
に
お
い
て
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
で

 

あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
も
の 

 

ロ

イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
教
育
活
動
等
に
つ
い
て
、
文
部
科
学
大

 

臣
が
指
定
す
る
団
体
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
が

 

指
定
し
た
も
の 

[

項
を
削
る]

 

２

前
項
第
四
号
の
指
定
又
は
指
定
の
変
更
は
、
官
報
に
告
示
し
て
行
う
も
の
と
す

 

る
。 

２

[

略]

３

[

同
上]

（
永
住
者
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
に
準
ず
る
者
） 

 

第
一
条
の
二

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次

[
条
を
加
え
る
。]

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

一

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以

下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
の
四
の
表
の
家
族
滞
在
の
在
留
資
格
を

も
っ
て
本
邦
に
在
留
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の 



イ

本
邦
に
お
い
て
、
小
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援

学
校
の
小
学
部
及
び
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
中
等
教
育
学

校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
を
卒
業
又
は
修
了
し
た
者 

ロ

高
等
学
校
等
（
法
第
二
条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
卒
業
又
は
修
了
後
、
就
労
し
て
引
き
続
き
本
邦
に
在
留
す
る
意
思

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の 

二

入
管
法
別
表
第
二
の
日
本
人
の
配
偶
者
等
又
は
永
住
者
の
配
偶
者
等
の
在
留

資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
す
る
者 

三

入
管
法
別
表
第
二
の
定
住
者
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
す
る
者
で

あ
っ
て
、
永
住
す
る
意
思
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
在
学
期
間
の
計
算
の
特
例
等
） 

（
在
学
期
間
の
計
算
の
特
例
等
） 

第
二
条

法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
は
通
算
し
な

第
二
条

法
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
は
通
算
し
な

い
も
の
と
す
る
。 

い
も
の
と
す
る
。 

一

[

略]
 

一

[

同
上]

 

二

令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
が
高
等
学
校

[

号
を
加
え
る
。]

 

等
を
休
学
し
て
い
た
期
間
（
そ
の
初
日
に
お
い
て
休
学
し
て
い
た
月
を
一
月
と

 

し
て
計
算
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

イ

日
本
国
籍
を
有
す
る
者 

 

ロ

日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入

 

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別

 

永
住
者
（
次
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
単
に
「
特
別
永
住
者
」
と
い

 

う
。
） 

 

ハ

入
管
法
別
表
第
二
の
永
住
者
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
本
邦
に
在
留
す
る
者

 

（
次
条
第
五
項
に
お
い
て
「
永
住
者
」
と
い
う
。
） 

 

ニ

前
条
各
号
に
掲
げ
る
者 

 

三

平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
高
等

二

法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
該
当
す
る
者
が
高
等
学
校
等
（
法
第
二
条
に
規



学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

定
す
る
高
等
学
校
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
休
学
し
て
い
た
期
間
（
そ
の

八
年
法
律
第

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
該
当

初
日
に
お
い
て
休
学
し
て
い
た
月
を
一
月
と
し
て
計
算
す
る
。
次
号
及
び
第
四

す
る
者
が
高
等
学
校
等
を
休
学
し
て
い
た
期
間 

号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

四

法
の
施
行
前
に
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
生
徒

三

法
の
施
行
前
に
生
徒
等
（
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

等
」
と
い
う
。
）
が
公
立
高
等
学
校
等
（
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
高
等
学

施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一

校
（
専
攻
科
及
び
別
科
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課

条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
生
徒
等
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
第
四
号
に
お

程
（
専
攻
科
及
び
別
科
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等

い
て
同
じ
。
）
が
公
立
高
等
学
校
等
（
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
高
等
学
校

部
並
び
に
第
一
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
専
修
学
校
の
一
般
課
程
及
び
同
項

（
専
攻
科
及
び
別
科
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程

第
三
号
に
掲
げ
る
各
種
学
校
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
高
等

（
専
攻
科
及
び
別
科
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部

学
校
等
を
休
学
し
て
い
た
期
間 

並
び
に
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
専
修
学
校
の
一
般
課
程
及
び
同
項
第
三

 

号
に
掲
げ
る
各
種
学
校
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
高
等
学
校

 

等
を
休
学
し
て
い
た
期
間 

五

[

略]
 

四

[

同
上]

 

[

項
を
削
る
。]

 

２

令
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者

 

と
す
る
。 

 

一

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第

 

一
項
、
第
三
十
三
条
の
八
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
親

 

権
を
行
う
児
童
相
談
所
長 

 

二

児
童
福
祉
法
第
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
親
権
を
行
う
児
童
福
祉
施

 

設
の
長 

 

三

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
五
十
七
条
の
二
第
二
項

 

の
規
定
に
よ
り
財
産
に
関
す
る
権
限
の
み
を
行
使
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
た
未
成

 

年
後
見
人 

 
四

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
生
徒
等
が
そ
の
就
学
に
要
す
る
経
費
の
負
担

 
を
求
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
保
護
者 

[

項
を
削
る
。]

 

３

令
第
一
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

 

も
の
と
す
る
。 



 

一

保
護
者
等
（
令
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
保
護
者
等
を
い
う
。
以
下
同

 

じ
。
）
が
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
療
養
の
た
め
勤
務
す
る
こ
と
が
で
き

 

な
い
こ
と
。 

 

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
者
等
が
自
己
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の

 

で
き
な
い
理
由
に
よ
り
離
職
し
、
現
に
雇
用
さ
れ
、
又
は
任
用
さ
れ
て
い
な
い

 

こ
と
。 

 

三

保
護
者
等
が
事
業
を
行
う
個
人
又
は
法
人
（
一
の
代
表
者
以
外
に
他
の
役
員

 

（
理
事
、
取
締
役
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、
監
事
若
し
く
は
監
査

 

役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
う
。
）
が
な
く
、
か
つ
、
従
業
員
を
使
用
し

 

な
い
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

 

当
該
保
護
者
等
が
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
療
養
の
た
め
事
業
を
営
む
こ

 

と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

 

四

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
者
等
が
事
業
を
行
う
個
人
又
は
法
人
の

 

代
表
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
保
護
者
等
が
自
己
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と

 

の
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
そ
の
営
む
事
業
を
廃
止
し
、
現
に
事
業
を
営
ん
で
い

 

な
い
こ
と
。 

 

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
者
等
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
の
で
き

 

な
い
理
由
に
よ
り
従
前
得
て
い
た
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
由 

[

項
を
削
る
。]

 

４

令
第
一
条
第
三
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
は
、

 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一

就
学
支
援
金
が
支
給
さ
れ
る
月
が
、
特
例
事
由
（
令
第
一
条
第
三
項
に
規
定

 

す
る
特
例
事
由
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
生
じ
た
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
（
特

 

例
事
由
が
生
じ
た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
月
。
以
下
こ
の
号
に

 
お
い
て
同
じ
。
）
以
後
三
月
以
内
で
あ
る
場
合

特
例
事
由
が
生
じ
た
日
が
属

 
す
る
月
の
翌
月
以
後
三
月
の
期
間
の
収
入
の
合
計
額
を
一
年
間
当
た
り
の
収
入

 

の
額
に
換
算
し
た
額
か
ら
算
定
し
た
算
定
基
準
額
（
令
第
一
条
第
二
項
に
規
定

 

す
る
算
定
基
準
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
額 



 

二

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
受
給
権
者
と
し
て
初
め
て
就
学
支
援
金
の

 

支
給
を
受
け
る
と
き
（
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

 

就
学
支
援
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
前
月
以
前
の
直
近
の
連
続
す
る
三
月
の
期
間

 

の
収
入
の
合
計
額
を
一
年
間
当
た
り
の
収
入
の
額
に
換
算
し
た
額
か
ら
算
定
し

 

た
算
定
基
準
額
に
相
当
す
る
額 

 

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

就
学
支
援
金
が
支
給
さ
れ
る
月
の
前

 

月
以
前
の
直
近
の
連
続
す
る
六
月
（
当
該
期
間
に
特
例
事
由
が
生
じ
た
日
が
属

 

す
る
月
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
そ
の
月
（
特
例
事
由
が
生
じ
た
日
が
月
の
初
日

 

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
前
月
）
以
前
の
期
間
を
除
く
。
）
の
期
間
の
収
入
の
合

 

計
額
を
一
年
間
当
た
り
の
収
入
の
額
に
換
算
し
た
額
か
ら
算
定
し
た
算
定
基
準

 

額
に
相
当
す
る
額 

２

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政

５

令
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
修
学
校

令
第
百
十
二
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
修
学
校
は
、
第
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に

和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
夜
間
等
学

掲
げ
る
も
の
（
専
修
学
校
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
文
部
省
令
第
二
号
）
第
四

科
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
通
信
制
の
学
科
に
限
る
。
）
と
す
る
。

条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
夜
間
等
学
科
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
通
信

制
の
学
科
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
受
給
資
格
の
認
定
及
び
通
知
等
） 

（
受
給
資
格
の
認
定
及
び
通
知
等
） 

第
三
条

法
第
四
条
に
規
定
す
る
認
定
の
申
請
は
、
同
条
に
規
定
す
る
者
（
以
下
こ

第
三
条

法
第
四
条
に
規
定
す
る
認
定
の
申
請
は
、
同
条
に
規
定
す
る
者
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
が
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書

の
項
に
お
い
て
「
受
給
資
格
者
」
と
い
う
。
）
が
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書

に
、
当
該
受
給
資
格
者
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
等
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特

に
、
保
護
者
等
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
等
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
そ
の

二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
そ
の
他
の
書

他
の
書
類
を
い
う
。
）
を
添
付
し
て
、
当
該
受
給
資
格
者
が
在
学
す
る
高
等
学
校

類
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
課
税
証
明
書
等
（
令
第
一
条
第
二
項
第
一
号
に

等
（
そ
の
者
が
同
時
に
二
以
上
の
高
等
学
校
等
の
課
程
に
在
学
す
る
と
き
は
、
そ

規
定
す
る
合
計
額
及
び
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で

の
選
択
し
た
一
の
高
等
学
校
等
の
課
程
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
置
者
を

き
る
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
）
の
長
の
証
明
書
そ
の
他
の
書
類
を
い
う
。
以



通
じ
て
、
当
該
高
等
学
校
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該
高
等
学
校
等
が

下
同
じ
。
）
を
添
付
し
て
、
当
該
受
給
資
格
者
が
在
学
す
る
高
等
学
校
等
（
そ
の

地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当
該
高
等
学
校
等
が
法
第
二
条

者
が
同
時
に
二
以
上
の
高
等
学
校
等
の
課
程
に
在
学
す
る
と
き
は
、
そ
の
選
択
し

第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
教
育
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
都

た
一
の
高
等
学
校
等
の
課
程
。
次
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
一
条
第
八
項
に
お

道
府
県
教
育
委
員
会
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ

い
て
同
じ
。
）
の
設
置
者
を
通
じ
て
、
当
該
高
等
学
校
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県

ば
な
ら
な
い
。 

知
事
（
当
該
高
等
学
校
等
が
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当

 

該
高
等
学
校
等
が
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
教
育
施
設
で
あ
る
場
合
を

 

除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
。
以
下
同
じ
。
）
に
提
出
す
る

 

こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

[

項
を
削
る
。]

 

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
受
給
資
格
者
（
令
第
一
条
第
三
項
に
規
定

 

す
る
特
例
受
給
資
格
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
法
第
四
条
に
規
定
す
る
認
定

 

の
申
請
を
行
う
場
合
は
、
特
例
受
給
資
格
者
が
、
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
申
請

 

書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
当
該
特
例
受
給
資
格
者
が
在
学

 

す
る
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を
通
じ
て
、
当
該
高
等
学
校
等
の
所
在
地
の
都
道
府

 

県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

 

い
て
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
申
請
書
に
添
付
す
る
こ
と
が
で
き

 

な
い
と
き
は
、
当
該
書
類
は
、
都
道
府
県
知
事
が
法
第
四
条
に
規
定
す
る
認
定
を

 

す
る
日
の
前
日
ま
で
に
提
出
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。 

 

一

保
護
者
等
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
等
又
は
課
税
証
明
書
等 

 

二

特
例
事
由
の
基
礎
と
な
る
事
実
を
証
明
す
る
書
類 

 

三

前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
収
入
を
証
明
す
る
書
類 

２
・
３

[

略]
 

３
・
４

[

同
上]

 

４

受
給
権
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
支
給

[

項
を
加
え
る
。]

 

対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を
通
じ
て
、
速
や
か
に
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な

 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一

国
籍
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き 

 

二

特
別
永
住
者
と
な
っ
た
と
き
又
は
特
別
永
住
者
で
な
く
な
っ
た
と
き 

 

三

在
留
資
格
の
変
更
が
あ
っ
た
と
き 

 



四

在
留
期
間
の
更
新
が
あ
っ
た
と
き 

 

５

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
そ
の
他
の
場
合

[

項
を
加
え
る
。]

に
お
い
て
、
受
給
権
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、

そ
の
旨
及
び
当
該
受
給
権
者
に
係
る
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
事
由
が
消
滅

し
た
旨
を
当
該
受
給
権
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
支
給
対
象
高
等
学
校
等
で
あ
っ

た
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を
通
じ
て
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一

日
本
国
籍
を
有
し
な
く
な
り
、
特
別
永
住
者
、
永
住
者
又
は
第
一
条
の
二
各

号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
と
き
。 

二

日
本
国
籍
を
有
せ
ず
、
特
別
永
住
者
、
永
住
者
又
は
第
一
条
の
二
各
号
に
掲

げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
授
業
料
の
月
額
等
） 

（
授
業
料
の
月
額
等
） 

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

第
五
条

法
第
五
条
第
一
項
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
対
象
高
等
学
校
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
給
対
象
高
等
学
校
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。 

一

[

略]
 

一

[

同
上]

 

二

生
徒
が
履
修
す
る
科
目
の
単
位
数
に
応
じ
て
授
業
料
の
額
を
定
め
る
支
給
対

二

生
徒
が
履
修
す
る
科
目
の
単
位
数
に
応
じ
て
授
業
料
の
額
を
定
め
る
支
給
対

象
高
等
学
校
等
（
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
専
修
学
校
（
第

象
高
等
学
校
等
（
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
専
修
学
校
（
第

一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）

一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）

受
給
権
者
が
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
月
に
お
い
て
履
修
す
る
科
目
（
以

受
給
権
者
が
就
学
支
援
金
の
支
給
を
受
け
る
月
に
お
い
て
履
修
す
る
科
目
（
以

下
こ
の
号
及
び
第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
「
履
修
科
目
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

下
こ
の
号
及
び
第
七
条
第
二
項
に
お
い
て
「
履
修
科
目
」
と
い
う
。
）
の
う
ち

の
各
科
目
の
一
単
位
当
た
り
の
授
業
料
の
額
を
当
該
各
科
目
を
履
修
す
る
期
間

の
各
科
目
の
一
単
位
当
た
り
の
授
業
料
の
額
を
当
該
各
科
目
を
履
修
す
る
期
間

と
し
た
月
数
で
除
し
た
額
を
履
修
科
目
の
全
て
の
単
位
に
つ
い
て
合
算
し
た
額 

と
し
た
月
数
で
除
し
た
額
を
履
修
科
目
の
全
て
の
単
位
に
つ
い
て
合
算
し
た
額 

２

[

略]
２

[

同
上]

（
生
徒
が
履
修
す
る
科
目
の
単
位
数
に
応
じ
て
授
業
料
の
額
を
定
め
る
支
給
対
象

（
生
徒
が
履
修
す
る
科
目
の
単
位
数
に
応
じ
て
授
業
料
の
額
を
定
め
る
支
給
対
象

高
等
学
校
等
の
支
給
限
度
額
等
） 

高
等
学
校
等
の
支
給
限
度
額
） 



第
七
条

令
第
二
条
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
修
学
校

第
七
条

令
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
修
学
校
は
、

は
、
第
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

第
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

２

令
第
二
条
第
二
号
ヘ
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
各
種
学
校
は
、
第

[

項
を
加
え
る
。]

 

一
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

３

令
第
二
条
第
二
号
ト
に
規
定
す
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
修
学
校
は
、
第

[

項
を
加
え
る
。]

 

一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
（
専
修
学
校
設
置
基
準
第
四
条

 

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
通
信
制
の
学
科
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

 

４

令
第
二
条
第
四
号
に
定
め
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

２

令
第
三
条
第
五
号
に
定
め
る
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し

た
額
は
、
履
修
科
目
の
う
ち
の
各
科
目
の
一
単
位
当
た
り
の
支
給
限
度
額
（
次
の

た
額
は
、
履
修
科
目
の
う
ち
の
各
科
目
の
一
単
位
当
た
り
の
支
給
限
度
額
（
次
の

各
号
に
掲
げ
る
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

各
号
に
掲
げ
る
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

定
め
る
額
（
当
該
額
が
当
該
各
科
目
の
一
単
位
当
た
り
の
授
業
料
の
額
を
超
え
る

定
め
る
額
（
当
該
額
が
当
該
各
科
目
の
一
単
位
当
た
り
の
授
業
料
の
額
を
超
え
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
単
位
当
た
り
の
授
業
料
の
額
）
を
当
該
各
科
目
を
履

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
一
単
位
当
た
り
の
授
業
料
の
額
）
を
当
該
各
科
目
を
履

修
す
る
期
間
と
し
た
月
数
で
除
し
た
額
を
い
う
。
）
を
履
修
科
目
の
全
て
の
単
位

修
す
る
期
間
と
し
た
月
数
で
除
し
た
額
を
い
う
。
）
を
履
修
科
目
の
全
て
の
単
位

に
つ
い
て
合
算
し
た
額
と
す
る
。 

に
つ
い
て
合
算
し
た
額
と
す
る
。 

一

国
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一

一

高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る

項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
（
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
単
に
「
独
立
行

も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
第
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
専
修

政
法
人
」
と
い
う
。
）
及
び
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二

学
校

四
千
八
百
十
二
円 

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
（
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い

 

て
単
に
「
国
立
大
学
法
人
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

の
設
置
す
る
高
等
学
校
等

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定

 

め
る
額 

 

イ

高
等
学
校
等
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
千
六
百
六
十
八
円 

 

ロ

専
修
学
校
（
第
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。

 

次
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）

六
千
七
百
五
十
六
円 

 

二

地
方
公
共
団
体
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

二

地
方
公
共
団
体
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立
大
学
法
人
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等

次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

じ
。
）
の
設
置
す
る
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の
定
時
制
の



次
に
定
め
る
額 

課
程

千
七
百
四
十
円 

イ

高
等
学
校
等
（
ロ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

四
千
八
百

 
十
二
円 

 

ロ

高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
を
含
む
。
ハ
及
び
次
号
ロ
に
お

 

い
て
同
じ
。
）
の
定
時
制
の
課
程

千
七
百
四
十
円 

 

ハ

高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程

三
百
三
十
六
円 
 

ニ

専
修
学
校
（
ホ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
万
八
千
五
百
二
十
八
円 

 

ホ

専
修
学
校
通
信
制
学
科
（
令
第
二
条
第
二
号
ト
に
規
定
す
る
専
修
学
校
通

 

信
制
学
科
を
い
う
。
次
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

一
万
三
千
六
百
六
十
八

 

円 
 

三

国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等

次
に
掲
げ
る

三

地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
高
等
学
校
及
び
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
の

区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

通
信
制
の
課
程

三
百
三
十
六
円 

イ

高
等
学
校
等
（
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

一
万
八
千
五
百
二
十
八

 

円 
 

ロ

高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
及
び
専
修
学
校
通
信
制
学
科

一
万
三
千
六

 

百
六
十
八
円 

 

５

[

略]
 

３

[

同
上]

 

６

第
四
項
の
額
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
算
定
月
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度

４

第
二
項
の
額
を
算
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
算
定
月
の
属
す
る
年
度
の
前
年
度

ま
で
に
履
修
を
開
始
し
た
科
目
で
あ
っ
て
当
該
科
目
を
履
修
す
る
期
間
を
満
了
し

ま
で
に
履
修
を
開
始
し
た
科
目
で
あ
っ
て
当
該
科
目
を
履
修
す
る
期
間
を
満
了
し

た
も
の
（
同
項
の
支
給
限
度
額
に
係
る
支
給
対
象
高
等
学
校
等
以
外
の
支
給
対
象

た
も
の
（
同
項
の
支
給
限
度
額
に
係
る
支
給
対
象
高
等
学
校
等
以
外
の
支
給
対
象

高
等
学
校
等
で
あ
っ
た
高
等
学
校
等
に
お
い
て
履
修
を
開
始
し
た
科
目
で
あ
っ
て

高
等
学
校
等
で
あ
っ
た
高
等
学
校
等
に
お
い
て
履
修
を
開
始
し
た
科
目
で
あ
っ
て

当
該
科
目
を
履
修
す
る
期
間
を
満
了
し
た
も
の
を
含
む
。
）
の
単
位
数
及
び
算
定

当
該
科
目
を
履
修
す
る
期
間
を
満
了
し
た
も
の
を
含
む
。
）
の
単
位
数
及
び
算
定

月
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
算
定
月
の
前
月
ま
で
に
履
修
を
開
始
し
た
科
目
の
単

月
の
属
す
る
年
度
に
お
い
て
算
定
月
の
前
月
ま
で
に
履
修
を
開
始
し
た
科
目
の
単

位
数
（
こ
れ
ら
の
う
ち
就
学
支
援
金
の
支
給
に
係
る
科
目
の
単
位
数
に
限
る
。
）

位
数
（
こ
れ
ら
の
う
ち
就
学
支
援
金
の
支
給
に
係
る
科
目
の
単
位
数
に
限
る
。
）

並
び
に
算
定
月
に
履
修
を
開
始
す
る
科
目
の
単
位
数
の
合
計
が
七
十
四
を
超
え
る

並
び
に
算
定
月
に
履
修
を
開
始
す
る
科
目
の
単
位
数
の
合
計
が
七
十
四
を
超
え
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
算
定
月
に
履
修
を
開
始
す
る
科
目
の
う
ち
当
該
超
え
る
部
分

場
合
に
あ
っ
て
は
、
算
定
月
に
履
修
を
開
始
す
る
科
目
の
う
ち
当
該
超
え
る
部
分

の
単
位
数
に
係
る
単
位
に
つ
い
て
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

の
単
位
数
に
係
る
単
位
に
つ
い
て
合
算
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。



（
就
学
支
援
金
の
額
の
通
知
） 

（
就
学
支
援
金
の
額
の
通
知
） 

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
各
年
度
に
お
け
る
最
初
の
就
学
支
援
金
を
支
給
し
た

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
入
学
年
度
の
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
間
及
び
各
年
度

と
き
は
、
当
該
就
学
支
援
金
の
額
を
、
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を
通
じ

の
七
月
か
ら
当
該
年
度
の
翌
年
度
の
六
月
ま
で
の
間
に
お
け
る
最
初
の
就
学
支
援

て
、
受
給
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

金
を
支
給
し
た
と
き
並
び
に
特
例
受
給
資
格
者
で
あ
る
受
給
権
者
（
次
に
掲
げ
る

 

者
を
除
き
、
以
下
「
特
例
受
給
権
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
一
月
に
就
学
支
援

 

金
を
支
給
し
た
と
き
は
、
当
該
就
学
支
援
金
の
額
を
、
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の

 

設
置
者
を
通
じ
て
、
受
給
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

[

号
を
削
る
。]

 

一

算
定
基
準
額
が
十
五
万
四
千
五
百
円
未
満
で
あ
る
者 

[

号
を
削
る
。]

 

二

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
日
が
属
す
る
月
の
就
学
支
援

 

金
の
額
が
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
額
を
超
え
な
い
者
で
あ
っ
て
、
算
定
基
準

 

額
が
十
五
万
四
千
五
百
円
以
上
三
十
万
四
千
二
百
円
未
満
で
あ
る
も
の 

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
受
給
権
者
に
支
給
し
た
就

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
受
給
権
者
に
支
給
し
た
就

学
支
援
金
の
額
が
前
月
に
当
該
受
給
権
者
に
支
給
し
た
就
学
支
援
金
の
額
と
異
な

学
支
援
金
の
額
が
前
月
に
当
該
受
給
権
者
に
支
給
し
た
就
学
支
援
金
の
額
と
異
な

る
と
き
は
、
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を
通
じ
て
、
当
該
受
給
権
者
に
通

る
と
き
又
は
受
給
権
者
が
特
例
受
給
権
者
で
な
く
な
っ
た
場
合
で
引
き
続
き
受
給

知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
支
給
し
た
就
学
支
援
金
が
前
項
の
最

権
者
で
あ
る
と
き
は
、
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を
通
じ
て
、
当
該
受
給

初
の
就
学
支
援
金
で
あ
る
と
き
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
と
き
は
、
こ
の

権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
支
給
し
た
就
学
支
援
金
が

限
り
で
な
い
。

前
項
の
最
初
の
就
学
支
援
金
で
あ
る
と
き
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
就
学
支
援
金
の
支
給
の
停
止
） 

（
就
学
支
援
金
の
支
給
の
停
止
） 

第
十
条

[

略]
 

第
十
条

[

同
上]

 

２

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
受
給
権
者
は
、
令
第
三
条
第
一

２

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
受
給
権
者
は
、
令
第
五
条
第
一

項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
申
出

項
に
規
定
す
る
場
合
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
申
出

書
を
、
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を
通
じ
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し

書
に
、
収
入
状
況
届
出
書
等
（
様
式
第
一
号
又
は
様
式
第
一
号
の
二
に
よ
る
届
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

書
に
保
護
者
等
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
等
又
は
課
税
証
明
書
等
を
添
付
し
た

 

も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
特
例
受
給
権
者
に



 

あ
っ
て
は
、
収
入
状
況
届
出
書
等
並
び
に
第
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に

 

掲
げ
る
書
類
）
を
添
付
し
て
、
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を
通
じ
て
、
都

 

道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ

 

り
既
に
保
護
者
等
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
等
又
は
課
税
証
明
書
等
を
提
出
し

 

て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
出
書
（
特
例
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該

 

申
出
書
並
び
に
第
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
）
の
み
を
提

 

出
す
れ
ば
足
り
る
。 

３

[

略]

３

[

同
上]

 

（
収
入
の
状
況
の
届
出
等
） 

[

条
を
削
る
。]

第
十
一
条

法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
届
出
は
、
受
給
権
者
が
、
毎
年
度
、
都
道
府

県
知
事
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
収
入
状
況
届
出
書
等
を
、
支
給
対
象
高
等
学
校
等

の
設
置
者
を
通
じ
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
既
に
保
護
者
等
の
個
人
番
号

カ
ー
ド
の
写
し
等
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
受
給
権
者
が
行
う
法
第
十
七
条
に
規
定
す

る
届
出
は
、
毎
年
二
回
、
都
道
府
県
知
事
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
収
入
状
況
届
出

書
等
（
こ
の
省
令
の
規
定
に
よ
り
既
に
保
護
者
等
の
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
写
し
等

又
は
課
税
証
明
書
等
を
提
出
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
を
除
く
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
第
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
書
類
を
、
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を
通
じ
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
就
学
支
援
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
場

合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
七
条
に
規
定
す
る
届
出
は
、
第
一
項
本
文
及
び
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

４

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
受
給
権
者
（
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
就
学
支
援
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て



同
じ
。
）
は
、
当
該
受
給
権
者
に
係
る
保
護
者
等
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き

は
、
収
入
状
況
届
出
書
等
（
特
例
受
給
権
者
に
あ
っ
て
は
、
収
入
状
況
届
出
書
等

並
び
に
第
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
）
を
、
支
給
対
象
高

等
学
校
等
の
設
置
者
を
通
じ
て
、
速
や
か
に
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
受
給
権
者
（
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
就
学
支
援
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
特
例
受
給
資
格
者
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、

収
入
状
況
届
出
書
等
を
、
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を
通
じ
て
、
速
や
か

に
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６

受
給
権
者
で
あ
っ
て
特
例
受
給
資
格
者
で
な
い
も
の
が
特
例
受
給
資
格
者
と
な

っ
た
と
き
は
、
当
該
受
給
権
者
は
、
収
入
状
況
届
出
書
等
並
び
に
第
三
条
第
二
項

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
支
給
対
象
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を
通

じ
て
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
同
項

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
で
き
な
い
と
き
は
、
当
該
書
類
は
、

都
道
府
県
知
事
が
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
を
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

７

第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
を
提
出
し
た
特
例
受
給
資
格
者
で
あ
っ

て
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
通
知
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
又
は
前
項
の
規
定

に
よ
り
収
入
状
況
届
出
書
等
を
提
出
し
た
特
例
受
給
資
格
者
で
あ
っ
て
、
第
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
第
二
項
の
例
に
よ
り
都

道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
条
第
二
項
第
二
号

及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
同
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
既
に
提
出

し
た
書
類
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

８

都
道
府
県
知
事
は
、
前
各
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
届
出
を
行
っ
た
者
が
法
第
三
条
第
二
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
そ
の
者
に
対
し
、
そ
の
者
が
在
学
す
る
高
等
学
校
等
の
設
置
者
を



通
じ
て
、
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
～
第
十
三
条

[

略]

第
十
二
条
～
第
十
四
条

[

同
上]

（
国
等
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
就
学
支
援
金
に
関
す
る
特
例
） 

（
国
等
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
係
る
就
学
支
援
金
に
関
す
る
特
例
） 

第
十
四
条

国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
お
け
る
就
学
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
就

第
十
五
条

国
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
お
け
る
就
学
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
就

学
支
援
金
に
係
る
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及

学
支
援
金
に
係
る
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及

び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
設
置
者
」
と
あ
る
の

び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
設
置
者
」
と
あ
る
の

は
「
長
」
と
、
「
当
該
高
等
学
校
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該
高
等
学

は
「
長
」
と
、
「
当
該
高
等
学
校
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該
高
等
学

校
等
が
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当
該
高
等
学
校
等
が
法

校
等
が
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当
該
高
等
学
校
等
が
法

第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
教
育
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て

第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
教
育
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て

は
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」

は
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」

と
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
条
、
第
六
条
及
び
第
八
条
中
「
都
道

と
、
同
条
第
二
項
中
「
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
長
」
と
、
「
当
該
高
等
学
校
等

府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、「
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
長
」

の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
に
」
と
、
「
都

と
、
第
九
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、
第
十

道
府
県
知
事
が
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
が
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
第

条
中
「
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
長
」
と
、「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
文

四
項
、
第
四
条
、
第
六
条
並
び
に
第
八
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
文

部
科
学
大
臣
」
と
、
第
十
一
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学

部
科
学
大
臣
」
と
、
「
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
長
」
と
、
第
九
条
中
「
都
道
府

大
臣
」
と
、
前
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、

県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
中
「
設

「
設
置
者
そ
の
他
」
と
あ
る
の
は
「
長
に
行
わ
せ
、
又
は
」
と
す
る
。 

置
者
」
と
あ
る
の
は
「
長
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学

 

大
臣
」
と
、
第
十
二
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」

 

と
、
前
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、
「
設
置

 

者
そ
の
他
」
と
あ
る
の
は
「
長
に
行
わ
せ
、
又
は
」
と
す
る
。 

２

独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
お
け
る
就
学

２

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
就
学
支
援
金
に
係
る
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八

定
す
る
独
立
行
政
法
人
又
は
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）

条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
お
け
る

中
「
当
該
高
等
学
校
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該
高
等
学
校
等
が
地
方

就
学
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
就
学
支
援
金
に
係
る
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、

公
共
団
体
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当
該
高
等
学
校
等
が
法
第
二
条
第
五

第
八
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第



号
に
規
定
す
る
特
定
教
育
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府

一
項
中
「
当
該
高
等
学
校
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該
高
等
学
校
等
が

県
教
育
委
員
会
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、
同
条

地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当
該
高
等
学
校
等
が
法
第
二
条

第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及

第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
教
育
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
都

び
前
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
す
る
。 

道
府
県
教
育
委
員
会
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
」
と
、

 

同
条
第
二
項
中
「
当
該
高
等
学
校
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の

 

は
「
文
部
科
学
大
臣
に
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
が
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学

 

大
臣
が
」
と
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
か
ら
第

 

十
二
条
ま
で
並
び
に
前
条
中
「
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
、
「
文
部
科
学
大

 

臣
」
と
す
る
。 

３

都
道
府
県
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
お
け
る
就
学
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
就

３

都
道
府
県
の
設
置
す
る
高
等
学
校
等
に
お
け
る
就
学
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
就

学
支
援
金
に
係
る
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
及
び
前
条
の

学
支
援
金
に
係
る
第
三
条
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
設
置
者
を
通
じ
て
、
当
該
高
等

及
び
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
一
項
中
「
設
置
者
を
通
じ
て
、

学
校
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該
高
等
学
校
等
が
地
方
公
共
団
体
の
設

当
該
高
等
学
校
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該
高
等
学
校
等
が
地
方
公
共

置
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当
該
高
等
学
校
等
が
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る

団
体
の
設
置
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
（
当
該
高
等
学
校
等
が
法
第
二
条
第
五
号
に

特
定
教
育
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
」

規
定
す
る
特
定
教
育
施
設
で
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
教

と
あ
る
の
は
「
設
置
者
で
あ
る
都
道
府
県
の
知
事
（
当
該
高
等
学
校
等
が
法
第
二

育
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
設
置
者
で
あ
る
都
道
府
県
の
知
事
（
当
該
高
等
学
校

条
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
教
育
施
設
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
教
育
委
員
会
」

等
が
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
特
定
教
育
施
設
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

と
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
及
び
第
十
条

教
育
委
員
会
」
と
、
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八

中
「
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
長
」
と
、
前
条
中
「
設
置
者
そ
の
他
」
と
あ
る
の

条
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
中
「
設
置
者
」
と
あ
る
の
は
「
長
」
と
、
前
条
中
「
設

は
「
長
に
行
わ
せ
、
又
は
」
と
す
る
。

置
者
そ
の
他
」
と
あ
る
の
は
「
長
に
行
わ
せ
、
又
は
」
と
す
る
。

附

則 

附

則 

（
生
徒
が
履
修
す
る
科
目
の
単
位
数
に
応
じ
て
授
業
料
の
額
を
定
め
る
支
給
対
象

（
生
徒
が
履
修
す
る
科
目
の
単
位
数
に
応
じ
て
授
業
料
の
額
を
定
め
る
支
給
対
象

 
 

高
等
学
校
等
の
支
給
限
度
額
に
係
る
単
位
数
の
特
例
）

高
等
学
校
等
の
支
給
限
度
額
に
係
る
単
位
数
の
特
例
）

３

令
和
三
年
四
月
分
か
ら
令
和
五
年
三
月
分
ま
で
の
就
学
支
援
金
の
支
給
に
つ
い

３

令
和
三
年
四
月
分
か
ら
令
和
五
年
三
月
分
ま
で
の
就
学
支
援
金
の
支
給
に
つ
い

て
は
、
第
七
条
第
五
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

て
は
、
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。



備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。









イ

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

イ

ロ

生徒の在留資格が「家族滞在」である場合において、「小学校」は、「日本の小学校、義
務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」をいい、「中学校」は、「日本の中学
校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」をい
います。

生徒の在留資格が「家族滞在」である場合において、「日本国で就労する意思の有無」
は、「高等学校等の卒業又は修了後、就労して引き続き日本国に在留する意思」を問うも
のですが、高等学校等の卒業又は修了後、直ちに就労するものに限りません。

「学校の種類・課程・学科」の欄は、｢①高等学校（全日制）｣、｢②高等学校（定時
制）｣、｢③高等学校（通信制）｣、｢④中等教育学校（後期課程）｣、｢⑤特別支援学校（高
等部）｣、「⑥高等専門学校（１～３学年）」、「⑦専修学校（高等課程）昼間学科」、
「⑧専修学校（一般課程）昼間学科」、「⑨専修学校（高等課程）夜間等学科」、「⑩専
修学校（一般課程）夜間等学科」、｢⑪専修学校（高等課程）通信制学科｣、「⑫専修学校
（一般課程）通信制学科」、「⑬各種学校」、「⑭特定教育施設」の別を記入してくださ
い。

【２．生徒の国籍・在留資格・在留期間等について】の欄は、次によって記入してください。

【１．高等学校等の在学期間について】の欄は、次によって記入してください｡

①において現在通っている学校の在学期間の始期について記入してください。

過去に高等学校等に在学したことがある場合は、②において過去に在学した全ての学校の
在学期間について記入してください。

これまでに就学支援金を受給した期間がある場合は、受給事由が消滅した旨の通知又は受
給の実績を証明する書類を提出してください。

「高等学校等」とは、国公私立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高
等部、高等専門学校（第１学年から第３学年まで）並びに専修学校及び各種学校のうち高
等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものをいいます。

「支給停止期間等」とは、休学のために就学支援金の支給停止の申出を行ったことにより
支給が停止されていた期間のほか、①日本国内に住所を有していなかった期間、②令和８
年４月１日以後に国籍・在留資格等の要件を満たさないことにより受給資格を有しない者
が休学していた期間、③平成26年４月１日から令和８年３月31日までに所得制限によって
就学支援金の支給を受けていない状態で休学した期間、④平成22年４月１日より前に公立
高等学校等（公立の高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部並びに
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則（平成22年文部科学省令第13号）第１
条第１項第２号に掲げる専修学校の一般課程及び同項第３号に掲げる各種学校）以外の高
等学校等を休学していた期間、⑤平成26年４月１日より前に公立高等学校等を休学してい
た期間をいいます。

（別紙）

高等学校等就学支援金について

本制度は、家庭の状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して勉
学に打ち込める社会をつくるため、その授業料に充てる高等学校等就学支援金
を支給し、家庭の教育費負担を軽減するものです。

社会全体の負担により、自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境
を整備し、生徒の学びを支えることを通じて、将来、我が国社会の担い手とし
て広く活躍されることが期待されています。

記入上の注意
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備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

留意事項

「個人番号」とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律（平成25年法律第27号）第２条第５項に規定する個人番号であり、「個人番号カー
ド」とは同条第７項に規定する個人番号カードです。

４月に入学した新入生は、原則として４月中に申請を行う必要があります。また、転校の
場合も、原則として転校した月のうちに申請を行う必要があります。

過去に国公私立を問わず高等学校等（修業年限が３年未満のものを除きます。）を卒業し
又は修了したことがある場合には、就学支援金の受給資格はありません。また、高等学校
等に在学した期間（定時制・通信制等に在学した期間は、その月数を１月の４分の３に相
当する月数として計算。）が通算して36月を超えた場合も受給資格はありません。（ただ
し、支給停止期間等は含めません。）

２つ以上の課程に在学している場合は、いずれか１つの課程を選んで申請をしてくださ
い。

偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた場合は、高等学校等就学支援金の
支給に関する法律（平成22年法律第18号）第11条及び第21条の規定に基づき、不正利得の
徴収や刑罰に処されることがあります。

受給資格の認定後、申請者の国籍等に記載する内容に変更があった場合には、速やかに、
届け出てください。

国籍が「日本国以外」の生徒であって、申請時点で在留期間が経過していても、在留期間
の延長申請を既に行っている場合（出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）第
20条第６項の規定による「特例期間」に当たる場合）には、申請は可能ですが、在留期間
の延長が認められたことを証明する書類の提出が必要です。
なお、特別永住者又は永住者は、提出書類に在留期間が記載されている必要はありませ
ん。

支給対象とならない在留資格の生徒が、「永住者」又は「定住者」への在留資格変更許可
申請中の場合は、申請できません。
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。



年 月 日

（注）保護者による代筆も可能です。

ふりがな

氏名 姓 名

住所

学校の所在地

学校設置者
の名称

復学日

※印の欄は、学校設置者において記入してください。 ※学校受付日 年 月 日

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

様式第３号（第10条第２項関係）

高等学校等就学支援金の支給再開申出書

高等学校等就学支援金の支給を再開することを申し出ます。

生
徒

都道府県 市区町村

殿

受給資格の認定を受けたとき（国籍・在留資格等の変更又は在留期間の更新の届出をした場合は、
最新の届出をしたとき）から、この申出書を提出するまでの間に、国籍・在留資格等の変更又は在留
期間の更新があったときは、別途、当該変更又は更新のあった事項を速やかに届け出る必要がありま
す。

学校の名称

学校の種類・課程・学科：
学
校
（

※
）

国立 ・ 公立 ・ 私立

年 月 日

都道府県 市区町村



（
公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条

公
立
高
等
学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
五
年
文
部
科
学
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 



改

正

後

改

正

前

附

則

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
期
日
） 

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
公
立
高
等
学
校
に
係

る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
一
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
各
種
学
校
に

つ
い
て
は
、
同
令
の
規
定
は
、
当
分
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

 



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
各
種
学
校
（
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
公
立
高
等

学
校
に
係
る
授
業
料
の
不
徴
収
及
び
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
第
一
条
第
一

項
第
二
号
ハ
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
各
種
学
校
を
含
む
。
）
に
在
学
す
る
者
に
係
る
同
日
以
後
の
高
等

学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
高
等
学
校
等
に
在
学
す
る
者
（
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
に
お
い
て
受

給
権
者
で
あ
っ
た
者
に
限
る
。
）
に
係
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
三
条
第
一
項
の
申
請
に
係
る
様
式
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
第
一
号
に
か

か
わ
ら
ず
、
文
部
科
学
省
初
等
中
等
教
育
局
長
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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